
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　職員数は、平成22年４月１日現在の人数である。

(3) 特記事項

町合併：平成１８年３月２１日　　綾上町および綾南町が合併。

(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。
 　　　

　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

２　一般行政職給料表の状況（平成23年4月1日現在）
（単位：円）

16.5

職員数

　　　　Ａ

25,397 774,4197,814,155 1,430,963

給与費 B/A

Ｂ／Ａ

人 件 費 率

平成23年度綾川町の給与・職員数等について

　　　　　　Ｂ 21年度の人件費率

（参考）実 質 収 支 人 件 費区　分 歳 出 額

　　　　　　Ａ

住民基本台帳人口

　　　（22年度末）

区　分

18.3

22年度 　　　　　　　千円　　　　　千円人　 　　　　　千円 　　　　　　　　　　　％　　　　　　％

22年度

153 581,665

人 千円

78,472

1号級の
給料月額

最高号級の
給料月額

201,216

給　 料 職員手当 期末・勤勉手当

１級 ２級 ３級 ４級 ５級

390,100

（参考）類似市町平均

　　　　　千円 千円

5,832

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり

千円

861,353

千円 千円

5,630

一人当たり給与費　計　　Ｂ

261,900 289,200 320,600

309,200 356,400 402,500 424,600

６級
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(H18) 

95.0 (H18) 

93.5 
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96.3 

(H23) 

97.0 
(H23) 

95.3 

90

95

100

105

綾川町 類似団体平均 全国町平均 

（例） 
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３　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成23年4月1日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

　　　　②技能職

歳 人 円 円 歳 円

歳 人 円 円 歳 円

歳 人 円 円

歳 人 円 円

歳 人 円 円

歳 人 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、平成22年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均で

      ２　「平均給与月額」とは、給料月額に毎月支払われる扶養手当、住居手当、通勤手当等の諸　　　　　 
　　　　手当を含めたもので、国家公務員公表内容と同様のベースで計算したものである。
      ３　民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されている香川県民間賃金のデータを
　　　　使用している。（H20～H22）
      ４　技能職種と民間職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に

　　　　一致するものではない。

      ５　個人情報保護の観点から、対象となる職員数が２人以下の場合は、個人情報が特定される

　　　　項目を＊としている。

（2) 職員の初任給の状況（平成23年4月1日現在）

円 円 円

円 円 円

円

円 円

（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成23年4月1日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

172,200

140,100

（Ⅱ種）

（Ⅲ種）

－

－

－

－

－

－

－

－

45.8

―

－

国香川県

178,800

144,500

133,100

－

321,662

－－

355,625

327,000

48.7

一般行政職

        ある。

313,200

273,400

261,900

237,600

技能職

263,700

経験年数15～20年

―

中　学　卒

経験年数7～10年

平均給与月額

―高　校　卒

大　学　卒

高　校　卒 337,800

53.0

職員数

54.4

平均年齢

357,132

55.1

類似団体

経験年数10～15年

平均年齢 平均給料月額

一般行政職

―

技能職 152,800

140,100

高　校　卒

短　大　卒

7 315,800

区　　分

42.3

区　　分

綾川町 312,900

42.9

国

類似団体

平均給料月額

53.8

49.5

香川県

283,862

290,487

345,118

調理員

324,842

327,205

対応する民間の

類似職種

315,960

15

3

378,421

国

45.0綾川町

香川県 44.5

（国ベース）

平均給与月額

367,246339,900

― ―

365,467

397,723

民　　間

平均民間給与月額

（国ベース）

公　務　員

222,400

320,171

10

高　校　卒

172,200

140,100

平均年齢

―

－－ －

306,300 306,300

70

3,689

226,200

その他

うち学校給食員

区　　　　分

大　学　卒

綾川町区　　　　　分

307,572
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４　一般行政職の級別職員数等の状況
（1) 一般行政職の級別職員数の状況（平成23年4月1日現在）

（注）１　綾川町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

      ３　一般行政職とは税務職、医師、看護師、保健師、薬剤師、医療技術師、福祉職（保育士）

      　企業職（水道職員）、技能職、教育公務員（幼稚園教諭）を除いた職員です。

  

　（注） 平成○年に８級制から６級制に変更している。（旧給料表の１級及び２級並びに４級及び５級をそれぞれ　（注）平成18年10月1日に８級制から６級制に変更している。（旧給料表の１級及び２級並びに４級及び５級を
 　　それぞれ統合）、また、平成18年以外は各年4月1日現在。　　

（2) 昇給への勤務成績の反映状況
　　　　① 勤務成績の評定の実施状況

　地方公務員法第40条に基づき、毎年10月1日から翌9月30日までの1年間を評定期間とする勤務成績の評定を実施中。

②昇給への勤務成績の反映状況

　昇給日（毎年1月1日）に勤務成績に応じ、5段階（（Ａ）8号級（Ｂ）6号級（Ｃ）4号級（Ｄ）2号級（Ｅ）0号級）

の昇給区分を決定している。
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9
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4.9
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計
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４　　級
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５　　級

課長補佐・主査

６　　級

課長・課長補佐・主査
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１　　級
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　　　　　　　　％

6.9
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　　　　　　　　％

　　　　　　　　％
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５　職員の手当の状況

（1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（22年度支給割合） （22年度支給割合） （21年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算 5%～15％ 役職加算 5%～20％ 役職加算 5%～20％

管理監督加算 10%～25％ 管理監督加算 10%～25％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

（2) 退職手当（平成23年4月1日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例 その他の加算措置 定年前早期退職特例

1人当たり平均支給額　　　　 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、22年度に退職した職員に支給された平均額である。

 (3) 地域手当

（平成23年4月1日現在）

千円

千円

％ 人 ％

59.28

41.34

10,505

支給実績（22年度決算）

支給対象地域

33.50

10医師の特例

41.34

59.28

1.45

支給職員１人当たり平均支給年額（22年度決算）

15

１人当たり平均支給額（22年度）

支給率

15

59.28

23.50

59.28

1.45

59.28

23.50

0.65

2.60

国

国の制度（支給率）

―
１人当たり平均支給額（22年度）

1,631

30.55

香川県

1.35

33.50

綾川町

0.65

1.35

0.65

支給対象職員数

9,915

992

47.50

綾川町

1.35

30.55

国

2.60

47.50 59.28

1.45

1,299

2.60
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 (4) 特殊勤務手当（平成23年4月1日現在）

千円

　円

　％

（注）特殊勤務手当の支給実績等については普通会計決算ベースによる。

往診の業務に従事した医師

訪問看護ステーションに勤務し正

規の勤務時間以外に利用者からの

緊急連絡に対処するため、自宅等

で待機の態勢を命ぜられた者

月額5,000円

病院及び診療所に勤務する医師に
対して

月額6,000円

看護師

月額50,000円

月額50,000円

時間内　往診料金の１０％
時間外　往診料金の５０％

感染症患者若しくは感染症の疑い
のある患者の救護、感染症病原体
の付着の危険がある物件の処理作
業若しくは感染症病原体を有する
家畜若しくは感染症病原体を有す
る疑いのある家畜に対する防疫作
業に従事した場合

医師

直接ゴミの収集及び運搬に従事し
た場合

企業職員現場作業手当

月額6,000円

3.27

481

技能職員

主な支給対象職員手当の名称

衛生業務手当

税務職員徴収手当

夜間看護手当

手当の種類（普通会計以外も含む。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11種類　

月額5,000円

1回6,800円

技能職員

一般行政職員 1回1,000円

主な支給対象業務

病院及び診療所に勤務する放射線
技師に対して

月額7,000円

火葬業務に従事した職員

水道施設の維持管理及び修繕等の
特殊性を給料で考慮することが適
当でないと認められた場合

左記職員に対する支給単価

職員全体に占める手当支給職員の割合（22年度）

支給実績（22年度決算）

医療業務手当

地域医療業務手当

待機手当

往診手当

じんかい業務手当

斎苑業務手当

医師

看護師

町税の徴収に関する事務に従事し
た場合

税務職員

96,260

1回700円

支給職員１人当たり平均支給年額（22年度決算）

放射線取扱手当

正規の勤務の一部または全部が深
夜（午後10時～午前5時）に行わ
れる場合。

診療所長に対して診療所長（医師）

放射線技師
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 (5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）時間外手当の支給額については普通会計決算ベースによる。

（6) その他の手当（平成23年4月1日現在）

円 円

円 円

円 円

円 円

2,700円～最高30,700円 2,000円～最高24,500円

円

円

円 円

６　特別職の報酬等の状況（平成23年4月1日現在）

円 6月期 月分

円 12月期 月分

合　計 月分

円 6月期 月分

円 12月期 月分

円 合　計 月分

　（算定方式）　 （支給時期）

～45,600

13,000

6,500

・交通機関利用者

27,000

運賃相当額

5,000

国

（一般行政職）

・特定期間の加算

91

職 員 １ 人 当 た り 平 均支 給年 額（ 21年 度決 算）

13,437

通勤手当
・交通用具使用者

使用距離区分に応じ、

運賃相当額

・借家、借間居住者
（最高支給限度額）

住居手当

使用距離区分に応じ、

綾川町

・配偶者

・配偶者以外の扶養親
族の1人につき

5,000

27,000

適用

支 給 実 績 （ 21 年 度 決 算 ）

扶養手当

83

職 員 １ 人 当 た り 平 均支 給年 額（ 22年 度決 算）

13,939支 給 実 績 （ 22 年 度 決 算 ）

・課長補佐級

・課長級 54,100

副 議 長 322,000

給 料 月 額

371,000

809,000

・一般行政職 4,200

町 長

区
分

宿日直手当

報

酬

議 員

副 町 長

議 長

円

・参事

・会計管理者

6,500

105,000

退職した日から起算して１ヵ月以内

62,100

職員の職責区分に応じ、

2.90

退
職
手
当

町 長

副 町 長

退職日における給料月額×勤続期
間月数（48月を超えるときは48
月）×支給割合（町長36.5、副町
長22.0）

590,000

13,000

302,000

1.45

期末手当支給率（ 21年
度 ）

1.45

1.45

円
～33,900

～34,000

128,900

34,200

4,200

職員の職責区分に応じ、

1.45

2.90

・管理又は監督の地位
にある職員

管理職手当

手　当　名
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７　職員数の状況

（1)部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年度4月1日現在）

（注）相互の部門間異動等、増減数が同数となり相殺される増減理由については記載していない。

0

12

退職不補充

＜参考＞
　人口1万人当たりの職員数49.22人
 　　　　　(類似団体　　　50.35人)

退職不補充

0

▲ 6

退職不補充

業務の民間委託

▲ 2

▲ 1

▲ 3

衛　　　　生

1

▲ 2

▲ 3

土　　　　木 6

53

61

小　　　　計 56

民　　　　生

▲ 3

23 ▲ 2

交　　　　通 0

0

▲ 2

一般行政部門計

小　　　　計 75

小　　　　計 144

23

131

農  林  水  産 13

商　　　　工 1

125

職員数

平22 平23

1

7

12 11

3

0

0

▲ 3

0

23

7

議　　　　会 3

総　　　　務 26

税　　　　務 7

46

小　　　　計

下　水　道

8

85

6

21

141

72

病　　　　院

5

63

83

8

298

教　　　　育

消　　　　防

そ　の　他

水　　　　道

総　　　合　　　計

労　　　　働

業務内容見直し

287

▲ 2

1

退職不補充44

21

▲ 11

主な増減理由
対前年
増加数

▲ 1

退職等不補充
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（2)年齢別職員構成の状況（平成22年4月1日現在）

　

（3)職員数の推移

（単位：人・％）

34 286026

60

～

40 4420 20 24 28

～～

人

56

～ ～

人 人

～ ～

48

人

55

人

計

52

人

5931

人

以上

区　分

32 36

35

～ ～

未満 43 47 51

38 29 28

人

39

人

26

人

11 19 25

人 人
職員数

23 27

～

500

人

２２年
過去5年間の
増減数（率）

２０年 ２１年

125

31

184

110

301

一般行政

教育

普通会計　計

２３年
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